
老朽危険家屋等除却促進事業

　

地震に対して、不安を除きましょう！
　【お問い合わせ】
　　都市建設部　住宅政策課
　　電話番号：0942-30-9241　　補助金の活用に際しては、予算に限りがあるため、

　事前にご相談をお願いします。

木造住宅耐震改修等事業（ 改修 / 除却 ）
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　耐震性能の低い建物は、地震発生時に倒壊し、大切な生命と財産を奪
うおそれがあるため、昭和５６年５月以前に建てられた木造住宅に対
し、『除却』にかかる費用の一部を助成します。
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除却することで、倒壊防止

熊本地震で倒壊した住宅 （一財）消防防災科学センター 提供
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耐震診断アドバイザー派遣制度
福岡県が実施する講習会を受講した、建築士が訪問して、診断します。
一般診断（費用6000円）を活用ください。簡易診断では補助の活用はできません。

【お問合せ】
福岡県建築住宅センター 生涯あんしん住宅 092-582-8061
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除却

耐震性能がある住宅を確保
（昭和56年6月以降に建築）
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除却することで、倒壊防止

除却

新規（令和８年度～）

相続や遺贈により空き家を取得

パターン①

パターン②
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久留米市木造住宅耐震改修等事業費補助金交付事業

（※１）建築士が「木造住宅の耐震診断と補強方法（日本建築防災協会）」の一般診断法による調査を実施

□補助対象住宅
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【地震への安全性が確保された住宅】
次の④⑤
　④昭和５６年６月以降に建築確認済証
　　を取得し建築又は着工したもの
　⑤耐震診断の結果、上部構造評点が
　　１．０以上のもの
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□補助申請の流れ
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次の要件を全て満たす建物
　・昭和５６年５月３１日以前に建築したもの
　・２階建て以下の木造一戸建て住宅（併用住宅を含む）
　・耐震診断（※１）の結果、上部構造評評点が１．０未満（倒壊する可能性がある）のもの

申請者

□補助対象者

次の要件を全て満たす者
・補助対象住宅の所有者又は相続人
・交付決定前に、除却工事の契約や工事着手を行っていない者
・市内事業者と除却工事の契約を予定している者

□除却 □建替等要件

【既存住宅】
交付申請時に申請者自身が住んでいる住
宅

【お問い合わせ先】表面に記載

【空き家の相続等に伴う除却工事】
相続開始日から３年を経過する日の属す
る年の翌年３月までに行うもの

（※２）
・建物除却（内部動産処分は除く）
（※３）
・令和８年度は３９，９００円／㎡

【補助金額】
次の①～③のうち最も低い金額
　①工事見積額（※２）の２３％
　②国が定める単価（※３）に延床面積
　　を乗じた額の２３％
　③３００，０００円（交付上限額）

自らが居住するため、地震への安全性が
確保された住宅を、新築・賃借・購入に
より確保し、既存住宅を除却するもの。
または、空き家を相続等により取得し、
除却するもの

【流れ】
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【新築工事の場合】
新築工事の請負契約書を添付
新築工事は未完了でもOK！

【購入・賃貸の場合】
売買契約書／賃貸契約書
または住民票を添付

新築工事・売買・賃貸借契約

新築

購入 の決定

賃貸


